
第６５号議案 

   足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成２３年９月２２日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   足立区障がい福祉センター条例の一部を改正する条例 

 足立区障がい福祉センター条例（平成１４年足立区条例第４８号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条第１項第２号及び第３号中「第５条第１３項」を「第５条第１

４項」に改め、同項第４号中「第５条第１４項」を「第５条第１５項」

に改め、同項第５号中「第５条第１７項」を「第５条第１８項」に改め

る。 

 第６条第４号ア中「第５条第１７項第１号」を「第５条第１８項第１

号」に改め、同号イ中「第５条第１７項第２号」を「第５条第１８項第

２号」に改める。 

 第８条第１項第２号中「第５条第１７項第２号」を「第５条第１８項

第２号」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行し、平成２３年１０月１日から適用す

る。 

   

（提案理由） 

障害者自立支援法の改正により規定を整備する必要があるので、この

条例案を提出いたします。 


